
関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の 

利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令（仮称）案 

平成 27 年 11 月 11 日 

自治行政局住民制度課 

 
１ 制度概要 

平成 14年に成立した、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（以下「法

という。」）は、申請、届出等をはじめとする法令に基づく行政機関等の手続について、書面

による手続に加え、個別法令の改正なくオンラインによる手続も可能とするため、通則的な

法律として制定された。法においては、手続等について「主務省令で定めるところにより」

オンライン化することができる、とされていることから、オンライン化を行う場合には、各

府省庁において、主務省令を策定することが必要となる。 

今回、改正対象となる、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律施行規則（平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・

文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号。以下「規

則」という。）は、複数の省庁で共管している関係法令をオンライン化したい場合の手続を

定めるものになる。 

 

２ 改正概要 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（平成二十五年法律第二十八号。以下「番号整備法」という。）

第 31条の規定により、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成 14年法

律第 153 号。以下「公的個人認証法」という。）が改正されたことに伴い、規則についても

以下のような規定の整備を行う。 

 ○ 規則中に引用されている公的個人認証法の法律名を改正（規則第２条第２項第６号） 

 ○ 個人番号カードの交付申請手続（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律施行令（平成 26 年政令第 155 号。以下「番号施行令」という。）

第 13 条第１項）等について、手続のオンライン化を行うため、規則の別表（第２条関

係）に番号施行令の所管省庁である、「内閣府、総務省及び財務省」を新設第五の二と

して追加する。 

 

３ 根拠法令 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第３条第１項 

 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律施行規則第１条、第２条、別表 

 

４ 施行期日等 

施行日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 

25 年法律第 27 号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（平成 28 年 1 月 1 日） 

公布日 平成 27 年 12 月下旬公布予定。 

別紙１ 
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